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本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）
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市結婚サポートセンターでは、結婚に関する相談・支援・情報提供や、イベント・セミナー
などの開催をしています。また、登録者一人一人に仲人役となる結婚サポーターが付き、出
会いから成婚までをサポートする「縁結び事業」を行っています。
� ▶申し込み・問い合わせ　本市民協働推進課　☎0287（62）7019
　� kyoudousuishin@city.nasushiobara.tochigi.jp

とちぎ未来クラブが運営する「とちぎ結婚支援センター那須塩原」は、会員登録
制（有料）のマッチングシステムで、県内全域での相手探しができます。また、
結婚相談員が丁寧にサポートを行っています。
《マッチングサービス》　～登録から出会いまでの流れ～

�ホームページから入会申し込み後、センターかオンラインで会員登録。
※�登録料2年間10,000円のほか、身分証明書などが必要です。1
�センターかオンラインで、登録者の中から会ってみたい相手に引き合わせを申し込む2
結婚相談員が、引き合わせに同席して二人をサポート（オンライン可）3
�結婚相談員が二人の交際意思を確認後、交際スタート！　交際中もフォローします4

とちぎ結婚支援センター那須塩原とちぎ結婚支援センター那須塩原
那須塩原市図書館「みるる」内（本町1-1）
☎0287（74）2004

〇開所日時　水曜～日曜（祝日を除く）
　　　　　　午前10時～午後6時

《縁結び事業》　～登録から出会いまでの流れ～
�結婚希望者（市内在住、勤務、本市への移住に関心のある人）が、
本市民協働推進課に電話かメールで登録の申し込み1
�担当サポーターと面談し、プロフィール・同意書を記入2
サポーター会議で結婚サポーター同士が情報交換し、マッチングの
候補を検討3
�相手のプロフィールを見て、男性・女性の双方が「会ってみたい！」
と思ったら、マッチングの日程を決定4
�マッチングのときは、担当サポーターが同席してサポート5

詳しくはこちら

▶活動内容　
・独身男女の結婚相談やマッチング
・サポーター会議への出席
・出会いイベント情報の提供
▶�応募要件　結婚の推進に理解と意欲があ
る20歳以上の市民

▶�申込方法　申請書と誓約書に必要事項を
記入し、身分証明書を添えて、本市民協
働推進課に持参か郵送
　〠325-8501　共墾社108-2
※�様式は市ホームページで取得できます。
▶�申込期間　4月3日㈪～6月30日㈮

結婚サポーター結婚サポーターをを募集募集しますします
一緒に活動しませんか？一緒に活動しませんか？
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大切な命や財産を守るための補助制度です。
工事などの契約や着手前に市への相談および
申請が必要です。

▶申し込み・問い合わせ
　本建築指導課　☎0287（62）7169

〈共通事項〉
�▶申込方法　交付申請書と必要書類を本建築指導課窓口に持参
���▶注意事項　予算がなくなり次第、受け付けを終了します

※2��組積造の塀…石塀など。

「結婚サポートセンター」を知っていますか「結婚サポートセンター」を知っていますか

とちぎ結婚支援センター那須塩原とちぎ結婚支援センター那須塩原

〇旧耐震木造住宅の耐震改修費用などへの補助〇旧耐震木造住宅の耐震改修費用などへの補助
��▶対象
　昭和56(1981)年5月以前に建てられた在来在来軸軸

じくぐみじくぐみ
組組工法工法※1による木造住宅による木造住宅

補助区分 補助対象内容 補助金額 申請開始日時

耐震診断補助 耐震診断の実施 費用の2/3
（最大64,000円） 4月10日㈪　午前9時

耐震改修費
補助

耐震補強計画の策定と耐震改
修を一体的に行うもの

耐震改修費用の4/5
（上限100万円）
※�要件により最大10万円の
加算あり。

4月17日㈪　午前9時

耐震建替え費
補助

耐震診断の結果、耐震改修が
必要と診断された住宅を解体
し、同一敷地内で建替えを行
うもの

�耐震改修に要する費用相当
分の4/5
（上限100万円）
※�要件により最大20万円の
加算あり。

〇ブロック塀などの除却・建替え費用への補助〇ブロック塀などの除却・建替え費用への補助
��▶対象
　�危険ブロック塀等（道路に面し、安全性の基準に適合しない補強コンクリートブロック造の塀
または組

そせきぞう
積造の塀※2であり、道路側の地面からの高さが80センチメートルを超えるもの）

補助区分 補助対象内容 補助金額 申請開始日時

全部除却工事
費補助 危険ブロック塀等の全てを除却する工事

上限10万円
4月17日㈪　午前9時一部除却工事

費補助
危険ブロック塀等を一部除却し、高さ
80センチメートル以下とする工事

建替え工事費
補助

全部除却工事を行った後、新たに軽量
フェンスなどを設置する工事 �上限30万円

詳しくはこちら

木造住宅の耐震改修・ブロック塀除却などへの補助木造住宅の耐震改修・ブロック塀除却などへの補助

� ▶申し込み・問い合わせ　本課税課　☎0287（62）7366��
▶対象
　�昭和57(1982)年1月1日以前に建てられ、令和6(2024)年3月31日までの間に50
万円を超える耐震改修工事を行った住宅
※対象にならない場合があるため、必ず申請前に問い合わせてください。
▶�内容
　住宅改修完了日の属する年の翌年度分の固定資産税で、当該家屋分の1/2を減額
※改修後、長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3を減額。
▶�申込方法　改修工事完了日から3カ月以内に必要書類を本課税課に持参または郵送
　〠325-8501　共墾社108-2

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額

詳しくはこちら

詳しくはこちら

※�1��在来軸組工法…�柱と梁
はり

で建物を支える構造。


